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市
で
は
、
ご
み
処
理
の
指
針
と

な
る
「
ご
み
処
理
基
本
計
画
」
を

策
定
し
ま
す
。

　

そ
の
素
案
が
で
き
ま
し
た
の
で
、

市
民
の
み
な
さ
ま
に
お
知
ら
せ
す

る
と
と
も
に
、
素
案
に
対
す
る
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

【
ご
み
処
理
基
本
計
画
と
は
】

◆
計
画
の
目
的

　

私
た
ち
は
、
大
量
生
産
、
大
量

消
費
、
大
量
廃
棄
の
社
会
シ
ス
テ

ム
に
よ
っ
て
、
豊
か
で
便
利
な
生

活
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
た
め
に
、
廃
棄
物
発
生

の
増
加
と
質
の
多
様
化
に
よ
る
廃

棄
物
処
理
の
問
題
や
、
自
然
環
境

の
破
壊
、
地
球
温
暖
化
等
の
問
題

が
深
刻
化
し
、
循
環
型
の
処
理
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
急
務

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
に
お
け
る
ご
み
処
理

行
政
を
取
り
巻
く
環
境
も
変
遷
し
、

資
源
循
環
型
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の

転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、「
加
東

市
ご
み
処
理
基
本
計
画
」
は
、
資

源
回
収
率
の
向
上
と
、
環
境
へ
の

負
荷
が
少
な
い
循
環
型
社
会
の
実

現
を
目
指
し
、
ご
み
の
排
出
抑
制
、

再
生
利
用
お
よ
び
適
正
処
理
に
向

け
た
今
後
の
基
本
的
な
方
針
を
、

長
期
的
か
つ
総
合
的
視
野
に
立
っ

て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

◆
計
画
の
性
格

　

こ
の
計
画
は
、「
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
お

よ
び
「
加
東
市
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定

に
基
づ
き
策
定
す
る
も
の
で
、
環

境
基
本
法
に
基
づ
く
「
環
境
基
本

計
画
及
び
行
動
方
針
」
な
ど
と
の

整
合
を
図
り
な
が
ら
、
今
後
の
廃

棄
物
行
政
に
お
け
る
指
針
と
な
る

も
の
で
す
。

◆
計
画
の
期
間

　

平
成
25
年
度
か
ら
平
成
34
年
度

ま
で
の
10
年
間
で
す
。

◆
対
象
範
囲

　

対
象
と
す
る
廃
棄
物
は
「
一
般

廃
棄
物
」
の
う
ち
の
「
ご
み
」
と

し
ま
す
。（
下
表
参
照
）

【
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

 

募
集
し
ま
す
】

募
集
期
間

　

2
月
2
日
㈯
〜
3
月
4
日
㈪

計
画
案
の
閲
覧
場
所

　

市
民
安
全
部
生
活
課
（
滝
野
庁

舎
）、
各
庁
舎
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
を
提
出
で
き
る
方

①
市
内
に
在
住･

在
勤･

在
学
の
方

②
市
内
に
事
務
所
な
ど
を
有
す
る

　

個
人
お
よ
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

③
そ
の
他
加
東
市
ご
み
処
理
基
本

　

計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

任
意
の
用
紙
に
、ご
意
見
、住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

3
月
4
日
㈪
ま
で
に
持
参
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ

か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
6
7
9―

0
2
9
2 

　

加
東
市
下
滝
野
1
2
6
9
番
地
2

　

加
東
市
市
民
安
全
部
生
活
課

　

☎
4
8
・
3
5
0
7

　

FAX
4
8
・
5
5
2
5　

　

電
子
メ
ー
ル

　

seikatsu@
city.kato.lg.jp

ご
み
処
理
基
本
計
画
（案）
へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す

廃棄物

一般廃棄物

特別管理
一般廃棄物（※）

生活排水

ごみ 事業系ごみ
生活系ごみ 一般ごみ

（可燃ごみ、不燃ごみなど）

粗大ごみ

産業廃棄物

《市町村の処理責任》

《事業者の処理責任》

爆発性、毒性、感染性
など、人の健康または  
生活環境に被害を生じ 
る恐れのあるもの

計画の対象範囲

対　
　

象

○
4
歳
児
（
平
成
20
年
4
月
2
日

〜
平
成
21
年
4
月
1
日
生
）

○
5
歳
児
（
平
成
19
年
4
月
2
日

〜
平
成
20
年
4
月
1
日
生
）

幼
稚
園

○
社
幼
稚
園（
社
1
6
3
0
番
地
）

　

☎
4
2
・
5
8
0
0

○
福
田
幼
稚
園（
東
実
2
1
0
番
地
）

　

☎
4
2
・
8
7
0
1

保
育
時
間
と
必
要
経
費

○
保
育
日　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日

　

の
9
時
か
ら
14
時
30
分

○
入
園
料　

6
，0
0
0
円

○
保
育
料　

5
，0
0
0
円
（
月
額
）

※
そ
の
他
、
給
食
費
・
教
材
費
な

　

ど
が
必
要
で
す
。

平
成
25
年
度
市
立
幼
稚
園
入
園
児
の
２
次
募
集

出
願
手
続

　

学
校
教
育
課
（
滝
野
庁
舎
）
に

あ
る
入
園
願
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
願
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）

募
集
期
間

　

2
月
18
日
㈪
〜
3
月
15
日
㈮

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了

※
郵
送
の
場
合
は
、3
月
15
日
㈮
必
着

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
6
7
9―

0
2
9
2

　

加
東
市
下
滝
野
1
2
6
9
番
地
2

　

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課　
　

　

☎
4
8
・
3
5
3
1

　

3
人
以
上
の
お
子
さ
ま
が
い
る

世
帯
に
対
し
、
第
3
子
以
降
の
お

子
さ
ま
の
保
育
料
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対　
　

象　

次
の
両
方
を
満
た
す

世
帯
と
し
ま
す
。

①
18
歳
未
満
の
お
子
さ
ま
が
3
人

　

以
上
あ
り
、
か
つ
、
第
3
子
以

　

降
の
お
子
さ
ま
が
保
育
所
に

　

通
っ
て
い
る
こ
と

②
世
帯
の
前
年
の
所
得
税
の
合
計

　

額
が
9
6
，6
0
0
円
以
下
で
、

　

月
額
保
育
料
が
、
0
〜
2
歳
児

　

で
2
4
，0
0
0
円
以
下
、
3

　

〜
5
歳
児
で
2
3
，0
0
0
円

　

以
下
で
あ
る
こ
と

多
子
世
帯
保
育
料
軽
減
事
業
の
お
知
ら
せ

助
成
額　

月
額
5
，0
0
0
円

を
超
え
る
保
育
料
に
対
し
て
、
0

〜
2
歳
児
で
月
額
5
，5
0
0
円
、

3
〜
5
歳
児
で
月
額
4
，0
0
0

円
を
限
度
に
助
成
し
ま
す
。（
保

育
料
が
月
額
5
，0
0
0
円
以
下

の
場
合
は
対
象
外
）

申
請
方
法　

市
内
保
育
所
、
各
庁

舎
窓
口
セ
ン
タ
ー
、
子
育
て
支
援

課
（
社
庁
舎
）
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
2
月

20
日
㈬
ま
で
に
、
各
庁
舎
窓
口
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
子
育
て
支
援
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

福
祉
部
子
育
て
支

援
課
（
社
庁
舎
）　

☎
4
3
・
0

4
0
8

ごみ処理基本計画の対象範囲

（※）


